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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク に お け る 異 常 を 検 知 す る 異 常 検 知 セ ン サ か ら 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク に お け る  
異 常 に 関 す る 検 知 ロ グ 、 及 び 、 当 該 検 知 ロ グ が 示 す 異 常 の 検 知 時 刻 を 取 得 す る 取 得 部 と 、
　 取 得 さ れ た 前 記 検 知 時 刻 に 基 づ い て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク へ の 攻 撃 の 発 動 時 刻 を 決 定 し 、  
決 定 し た 前 記 発 動 時 刻 を 記 録 す る 発 動 時 刻 決 定 部 と 、
　 取 得 さ れ た 前 記 検 知 ロ グ に 基 づ い て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク へ の 攻 撃 の 終 了 見 込 み 時 刻 を 決  
定 し 、 決 定 し た 前 記 終 了 見 込 み 時 刻 を 記 録 す る 終 了 時 刻 決 定 部 と 、
  取 得 さ れ た 前 記 検 知 ロ グ に 基 づ い て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク へ の 攻 撃 の 終 了 条 件 を 決 定 す る  
条 件 決 定 部 と 、
  決 定 さ れ た 前 記 終 了 条 件 を 保 持 す る 保 持 部 と 、 を 備 え 、
  前 記 条 件 決 定 部 は 、 さ ら に 、 保 持 さ れ た 前 記 終 了 条 件 が 成 立 す る 前 に 新 た な 検 知 ロ グ が  
取 得 さ れ た 場 合 、 取 得 さ れ た 前 記 新 た な 検 知 ロ グ に 基 づ い て 、 保 持 さ れ た 前 記 終 了 条 件 を  
更 新 し 、 又 は 、 前 記 保 持 部 に 新 た な 終 了 条 件 を 追 加 し 、
  前 記 終 了 時 刻 決 定 部 は 、 保 持 さ れ た 前 記 終 了 条 件 が 成 立 す る 時 刻 を 前 記 終 了 見 込 み 時 刻  
と し て 決 定 し 、 前 記 保 持 部 に 複 数 の 終 了 条 件 が 保 持 さ れ て い る 場 合 、 前 記 複 数 の 終 了 条 件  
の そ れ ぞ れ の 成 立 す る 時 刻 の う ち 最 も 遅 い 時 刻 を 前 記 終 了 見 込 み 時 刻 と し て 決 定 す る 、
　 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 終 了 時 刻 決 定 部 は 、 さ ら に 、 成 立 し た 終 了 条 件 を 前 記 保 持 部 か ら 削 除 す る 、
　 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 発 動 時 刻 決 定 部 は 、 前 記 保 持 部 に 前 記 終 了 条 件 が 保 持 さ れ て い な い 状 態 に お い て 取  
得 さ れ た 、 前 記 検 知 ロ グ が 示 す 異 常 の 前 記 検 知 時 刻 を 前 記 発 動 時 刻 と し て 決 定 す る 、
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 条 件 決 定 部 は 、 取 得 さ れ た 前 記 検 知 ロ グ が 示 す 異 常 の 種 別 、 取 得 さ れ た 前 記 検 知 ロ  
グ に 含 ま れ る パ ラ メ ー タ 、 又 は 、 前 記 検 知 ロ グ が 取 得 さ れ た と き の 他 の 検 知 ロ グ の 取 得 状  
況 に 基 づ い て 、 前 記 終 了 条 件 を 決 定 す る 、
　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 終 了 条 件 が 成 立 す る 時 刻 は 、 前 記 検 知 ロ グ が 取 得 さ れ て か ら 予 め 定 め ら れ た 時 間 が  
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経 過 し た と き の 時 刻 、 前 記 検 知 ロ グ が 取 得 さ れ て か ら カ ウ ン ト ア ッ プ す る カ ウ ン タ が 予 め  
定 め ら れ た 閾 値 を 超 え た と き の 時 刻 、 又 は 、 予 め 定 め ら れ た 検 知 ロ グ が 取 得 さ れ た と き の  
時 刻 で あ る 、
　 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 情 報 処 理 装 置 は 、 記 録 し た 前 記 発 動 時 刻 及 び 前 記 終 了 見 込 み 時 刻 、 又 は 、 記 録 し た  
前 記 発 動 時 刻 及 び 前 記 終 了 見 込 み 時 刻 に 応 じ た 指 示 を 出 力 す る 、
　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク に お け る 異 常 を 検 知 す る 異 常 検 知 セ ン サ か ら 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク に お け る  
異 常 に 関 す る 検 知 ロ グ 、 及 び 、 当 該 検 知 ロ グ が 示 す 異 常 の 検 知 時 刻 を 取 得 し 、
　 取 得 さ れ た 前 記 検 知 時 刻 に 基 づ い て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク へ の 攻 撃 の 発 動 時 刻 を 決 定 し 、  
決 定 し た 前 記 発 動 時 刻 を 記 録 し 、
　 取 得 さ れ た 前 記 検 知 ロ グ に 基 づ い て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク へ の 攻 撃 の 終 了 見 込 み 時 刻 を 決  
定 し 、 決 定 し た 前 記 終 了 見 込 み 時 刻 を 記 録 し 、
  取 得 さ れ た 前 記 検 知 ロ グ に 基 づ い て 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク へ の 攻 撃 の 終 了 条 件 を 決 定 し 、
  決 定 さ れ た 前 記 終 了 条 件 を 保 持 し 、
  前 記 終 了 条 件 の 決 定 で は 、 さ ら に 、 保 持 さ れ た 前 記 終 了 条 件 が 成 立 す る 前 に 新 た な 検 知  
ロ グ が 取 得 さ れ た 場 合 、 取 得 さ れ た 前 記 新 た な 検 知 ロ グ に 基 づ い て 、 保 持 さ れ た 前 記 終 了  
条 件 を 更 新 し 、 又 は 、 新 た な 終 了 条 件 を 追 加 し 、
  前 記 終 了 見 込 み 時 刻 の 決 定 で は 、 保 持 さ れ た 前 記 終 了 条 件 が 成 立 す る 時 刻 を 前 記 終 了 見  
込 み 時 刻 と し て 決 定 し 、 複 数 の 終 了 条 件 が 保 持 さ れ て い る 場 合 、 前 記 複 数 の 終 了 条 件 の そ  
れ ぞ れ の 成 立 す る 時 刻 の う ち 最 も 遅 い 時 刻 を 前 記 終 了 見 込 み 時 刻 と し て 決 定 す る 、
　 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
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